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          公共事業における景観評価の本格施行について（通知）

  公共事業における景観形成については、鳥取県景観形成条例（平成５年鳥取県条例第３
号）第１８条の規定により、平成５年７月１３日に鳥取県公共事業景観形成指針が制定さ
れ、建設事業の実施に当たり遵守すべき指針が示されているところであります。
  これに基づき、平成６年５月からは、景観評価の手法を導入した公共事業における景観
形成の試行を行ってきたところでありますが、このたび、試行における検討課題等を整理
し、平成７年９月１日から公共事業における景観評価の本格施行を行うことについて別添
写しのとおり通知がありました。
  ついては、公共事業における景観形成の重要性を十分理解のうえ、別添「公共事業にお
ける景観評価の本格施行に係る土木部の取扱いについて」により適切に執行してください。

別添

     「公共事業における景観評価の本格施行に係る土木部の取扱いについて」

１  適用年月日
    平成７年９月１日以降起工決裁する設計委託及び工事実施設計について適用する。
２  公共事業における景観評価の進め方について
    別紙２による。
３  景観評価による公共事業景観形成事務処理要領
    平成７年８月２８日付け知事通知（別添１）による。
４  景観形成検討会について
（１）設置要綱
      平成７年８月２８日付け知事通知（別添２）による。
（２）検討会に諮る資料の事前調整
      検討会に諮る資料については、個別に本庁事業課と事前調整を行うこと。
      なお、検討会に諮る資料は、平成７年８月２８日付け知事通知（別添３、様式第
    ３号）による。
５  景観形成検討会に諮る事業
    平成７年８月２８日付け知事通知（別紙１）による。
    ただし、本文中の「各所管課で規定する一定規模以上の事業」については、「景観評
  価に係る土木部所管事業適用表」による。
６  景観評価に係る土木部所管事業適用表
    別紙３による。
７  景観形成検討会の運営について（準則）
    平成７年８月２８日付け知事通知（別添３）による。
８  景観評価リスト
    別紙４を標準様式とする。
９  委託設計書に添付する景観形成特記仕様書
    別紙５を標準様式とする。
１０  景観評価リスト所内検討会について
（１）目的
      公共事業における景観評価について所内での意思決定を図り、より客観的で実効
    のある景観形成に資するため。
（２）任務
      委託設計の協議段階で「景観評価の概要方針」及び「景観評価リスト」について
    所内で協議し成案としたうえで、委託設計の成果品に反映させる。
      なお、必要に応じて本庁事業課との調整も行うこと。
（３）設置及び運営
    当面、各事務所の実情にあった方法で設置及び運営するものとする。
１１  工事実施設計書に添付する景観形成特記仕様書
      道路－別紙６－１を標準様式とする。
      橋梁－別紙６－２を標準様式とする。
      河川－別紙６－３を標準様式とする。
      砂防－別紙６－４を標準様式とする。
      急傾斜－別紙６－５を標準様式とする。



別紙２

     「公共事業における景観評価の進め方について」
（１）景観評価の概要方針の検討
  （１）公共事業の実施に当たり景観評価の概要方針として次の事項を検討する
        ア．当該事業箇所の景観テーマ
        イ．当該事業箇所周辺の景観特性
        ウ．当該事業箇所の景観に関する留意事項
        エ．その他必要な事項
（２）特に景観に配慮する必要のある事業については、景観形成検討会に諮る。
（３）（２）以外の工事は、それぞれの課で検討する。

      ※景観形成検討会に諮る事業：「景観形成検討会に諮る事業」及び
                                  「景観評価に係る土木部所管事業適用表」を参考
（２）景観評価の概要方針の決定
      設計事務の決裁権を有する者は、景観形成検討会又は公共事業を実施する課の検
    討結果を考慮し、景観の概要方針を決定する。
（３）工事の設計
  （１）設計事務の決裁権を有する者は、決定された景観評価の概要方針に基づき、各施
      設が有する機能の設計と併せて、景観形成を図る上から次の事項を詳細に決定し、
      工事の設計を行う。
      ア．各施設等の色彩
      イ．各施設等の形態
      ウ．周辺景観との調和
      エ．景観形成に関する留意事項
      オ．その他必要な事項
（２）工事の設計の一部として、上記内容を盛り込んだ景観評価リストを作成する。
（３）工事設計を委託した場合においては、景観評価リストを受託者より成果品として
    納入させる。
（４）工事の実施
      工事の起工に係る決裁権を有する者は、景観評価リストに基づく特記仕様書を作
    成し、これを契約図書とするとともに、景観評価リストを参考図書として添付し、
    工事を実施する。
（５）景観評価を適用除外とする事業
    ア．景観形成に係る事項が事前に調査され、当該調査に基づいて計画されている事
      業
    イ．災害等のため緊急を要する事業
    ウ．軽易な維持修繕事業
    エ．現景観に影響を与えることのない事業

    ※適用除外とする事業：「景観評価に係る土木部所管事業適用表」を参考






















